
委託業務特記仕様書（令和7年5月1日以降適用）

（共通仕様書の適用）

第１条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１

年４月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に基づき実施しなければならない。

なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共

通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。

２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のも

のとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第２条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、

次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。なお、入札公告日又

は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

委託業務共通仕様書について

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

（共通仕様書の読み替え）

第３条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライ

ン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と、読み

替えるものとする。

（成績評定の選択制（試行））

第４条 当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００万

円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施工管

理等の委託業務は除く）は、別に定める「委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。

２ 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する意

向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３ 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、

変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/

（受発注者共同による品質確保）

第５条 重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された

場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的と

した、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を設け

ることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（ウィークリースタンス）

第６条 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定め、計画的

に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）



（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２ 前項第１号は必ず実施するものとし、第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければなら

ない。なお、前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した

内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

４ 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５ ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（Ｗｅｂ会議【発注者指定型】）

第７条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ会議は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（Ｗｅｂ検査【発注者指定型】）

第８条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ検査（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ検査は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（業務箇所への遠隔臨場【受注者希望型】）

第９条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（受注者希望型）」の対象業務であ

り、別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

２ 受注者は、遠隔臨場の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定す

るものとする。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/

（情報共有システム活用業務【受注者希望型】）

第１０条 受注者は、情報共有システム（以下「システム」という。）の活用を希望する場合は、監督員の承

諾を得たうえで、システム活用の試行対象業務（以下、「対象業務」という）とすることができる。

２ 対象業務は、次のURLにある「情報共有システム活用試行要領について」を適用することとする。

情報共有システム活用試行要領

徳島県CALS/EC https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/category/download/jyouhoukyouyuu/

（本業務の特記仕様事項）

第１１条 本業務における特記仕様事項は、次のとおりとする。



委託業務特記仕様書 

第１章 総 則 

（共通仕様書の適用） 

第１条 本特記仕様書は、徳島県が実施する高精度地図を用いて抽出した土砂災害のおそれのある箇所（土石流、

急傾斜）（以下、「リスク箇所（土石流、急傾斜）という。」）などの基礎調査事業の「土砂災害警戒区域等に関

する基礎調査」に適用する。 

本特記仕様書に定めのない事項については、準拠図書に基づき実施しなければならない。 

 

（目的） 

第２条 本特記仕様書の規定は、土砂災害防止法第7条（土砂災害警戒区域）第4項及び同法第9条（土砂災害

特別警戒区域）第4項に規定する公示図書に使用する危害のおそれのある土地の区域及び著しい危害のおそれ

のある土地の区域の設定調書（以下「調書」という。）を、机上調査及び現地調査による結果よりとりまとめ、

整理することを目的とする。別紙１参照 

 

（業務対象範囲） 

第３条 業務対象は、徳島県西部総合県民局（美馬庁舎）管内で抽出したリスク箇所（土石流、急傾斜）とし、

業務対象範囲は別紙２のとおりとする。 

２ リスク箇所（土石流、急傾斜）の現地調査は、周辺の既往土砂災害警戒区域等の指定範囲を把握した上で、

行うものとする。 

 

（準拠図書） 

第４条 本業務は、以下の図書に従って実施するものとする。ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき

諸基準」で示された示方書、指針等は改訂された最新のものとする。なお、業務途中で改訂された場合はこの

限りでない。 

1. 土砂災害防止法に関わる基礎調査マニュアル(案)（土石流編）（H23年度改訂版）徳島県 

2. 土砂災害防止法に関わる基礎調査マニュアル(案)（急傾斜地編）（H22年度改訂版）徳島県 

3. 基礎調査調書作成・照査マニュアル（Ver.202410） 

4. 基礎調査照査要領（案）（Ver.202410） 

5. 土砂災害防止法に使用する数値地図作成ガイドライン（第８版） 

6. 徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月 

7. 徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月 

8. 徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月 

9. 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案） 

10. 急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領 

11. 斜面カルテの作成要領（平成１０年６月） 

12. 斜面カルテの作成要領の解説（平成１０年６月） 

13. がけ崩れ災害の実態（土木研究所資料第3484号） 

14. 土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説（案） 平成１７年７月 

 



（貸与する図書等） 

第５条 県は、以下の図書を受注者に貸与する。 

1. 新規抽出箇所の資料 

2. 砂防基盤図の既存ＤＭデータファイル（2D・3D共） 

3. 砂防三法の指定地台帳 

4. 既存施設の竣工図面、設計資料 

5. その他、必要と思われる資料 

 

２ 受注者は、貸与資料を適切な管理のもと保管し、本業務の終了後または監督員からの返却の指示があった場合

には速やかに資料を返却しなければならない。 

 

第２章 基 礎 調 査 

（基礎調査に使用する資料等） 

第６条 本業務は、微地形調査により既存数値地図（1/2500DM）へ補正・編集を加えたもの（以下「修正数値地

図」という。）を用いるものとする。また、数値地図については最新のものであることを確認し、修正経緯表を

作成する。 

２ 危害のおそれのある区域等の設定には、区域設定支援システム（(財)砂防フロンティア整備推進機構）を使用

することができる。※システムは基礎調査マニュアルに沿ったものであること。 

 

（計画準備） 

第７条 基礎調査に先立ち、調査内容を十分理解したうえで、目的が達成できるよう調査計画を立案するととも

に、基礎調査の準備を行う。また、砂防基盤図の既存ＤＭデータの精度確認を行い、宅盤の傾斜・不要な突起

物等を把握した上で微地形調査に着手することとし、特に疑義のある場合には、その内容について具体的にと

りまとめ、監督員に報告するものとする。 

 

（調査項目） 

第８条 調査項目は次のとおりとする。 

(1) 危害のおそれのある土地の現地確認 

(2) 数値地図作成 

(3) 地形調査 

(4) 地質調査 

(5) 対策施設状況調査 

(6) 過去の災害実績調査 

(7) 危害のおそれのある土地等の区域の設定 

(8) 危害のおそれのある土地等の区域の調査 

(9) 要配慮者利用施設や避難所の有無の調査 

(10) 土地利用状況調査（現地踏査に立ち入る必要のある範囲） 

なお、抽出されたリスク箇所について、現地調査により土砂災害防止法に規定する危害のおそれのある土地

を確認する。また、数値地図作成については別紙３を参照、基礎調査（急傾斜地の崩壊、土石流）の現地調査

及び机上調査については、土砂災害防止法に関わる基礎調査マニュアルと別紙４のとおりとする。 



（とりまとめ調書作成） 

第９条 基礎調査について公示図書に使用できるようとりまとめ、区域調書に整理する。 

２ 区域調書は砂防フロンティア整備推進機構のエクセルデータを使用し、成果品提出前に砂防フロンティア整

備推進機構の区域調書インポート支援ツールで事前チェックを実施する。 

３ 土砂災害防止法に規定する危害のおそれのある土地を確認できなかった箇所については、対象外調書（別紙

５）を作成する。 

 

（公示用図書の作成） 

第１０条 土砂災害警戒区域等の指定に際して必要な公示用図書を作成する。 

 

（説明会資料の作成） 

第１１条 土砂災害警戒区域等の指定時の説明会用資料を作成する。 

 

（土砂災害警戒区域ＤＢの作成） 

第１２条 土砂災害警戒区域ＤＢを作成する。 

 

（位置情報データ） 

第１３条 本業務にて範囲設定した危険箇所の位置情報を含む地形図データは、次のとおり作成する。 

 

 ファイル単位 保存形式 特記事項 特記事項 

警戒区域等区域図 1設定箇所毎 SHP形式 

DXF形式 

警戒区域等区域図は 1 ファ

イル1ポリゴンとする 

ファイル名称等は別紙６

のとおりとする 

  



第３章 その他 

 

（打合せ協議） 

第１４条 本業務を円滑に実施するために、打合せ協議を業務着手時、中間時、完了時に行う。特に、基礎調査、 

 公示用図書の精度、品質にかかわる打ち合わせ協議を必ず行い、基礎調査マニュアルに基づき、十分に照査す

ること。 

 

（疑義） 

第１５条 マニュアル(案)等に具体的な手法や判断方法が記載されていない事項については、問題点として抽出

のうえ、監督員と協議するものとする。 

 

（報告書の作成） 

第１６条 成果品は次のとおりとする。成果品の体裁、とりまとめ方法については監督員と打合わせの上、作成

するものとする。また、データファイルについてはCD-R又はDVD-Rにて提出するものとする。ただし、データ

容量が膨大となる場合には、監督員との協議の上、別の記録媒体を用いてもよいものとする。 

 

<成果品> 

報告書（Ａ４版，ワ－プロ製本）２部 

報告書（市町村送付用、区域調書等）市町村数部 

電子データ 

○基礎調査 

・作成した原稿・原図、データ（電子納品対応CD等）（発注庁舎２部、砂防防災課１部）３部 

・作成した原稿・原図、データ（危険箇所ごとにフォルダ分け（別紙７のとおり）したCD等） 

（発注庁舎1部、砂防防災課１部、市町村用（市町村別）市町村数部）２部+市町村数部 

 

（砂防台帳システムへの基礎調査結果入力） 

第１７条 基礎調査で作成された警戒区域等区域図及び空中写真判読図の位置情報（DXF）は、第１３条で示すと

おりのファイル名をつけ、砂防台帳システムに入力すること。なお入力に際しては、砂防防災課にて、作業を

行うこととし、事前に砂防防災課に連絡し調整を行うこと。 

 

（身分証明証の携帯） 

第１８条 現地調査の実施には、土砂災害防止法に基づき県が交付する身分証明証を携帯しなければならない。 

２ 身分証明証は、土地所有者等から請求があったときは、これを提示するものとする。 

３ 受注者は、業務が完了した場合など身分証明証が不要となったときは、遅滞なく県に返却しなければならな 

い。 

 

（調査・試験に対する協力） 

第１９条 受託者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して監督員の指示によ

りこれに協力しなければならない。  



（家屋居住実態調査） 

第２０条 徳島県西部総合県民局（美馬庁舎）管内で抽出された人家戸数が1戸ないしは２戸のリスク箇所（別

紙10）について居住実態を現地確認し、別紙様式（家屋居住実態調書）を作成する。 



 

別紙１

･計画書等の作成

･既存資料収集（DM、カルテ、台帳等）の準備

業務フロー

計画

START

調書作成

計画

着工打合せ

準備

成果品作成

◎数値地図作成
①微地形調査によるブレイクライン等の取得、

地形修正等
②3次元地形モデル作成

◎基礎調査の実施（机上調査及び現地調査）
＜急傾斜地の崩壊、土石流＞
①危害のおそれのある土地の現地確認
②地形調査
③地質調査
④対策施設状況調査
⑤過去の災害履歴調査
⑥危害のおそれのある土地等の区域の設定

打合せ協議(中間）

打合せ協議

納品

調書作成

公示用図書の作成 その他資料の作成

対象外調書作成

危害のおそれに該当しない場合

・土砂災害防止法に規定する危害の

おそれのある土地の確認

・下端、上端、左右端

・基準点、流下方向、横断線

◎基礎調査の実施（机上調査及び現地調査）
＜急傾斜地の崩壊、土石流＞
⑦危害のおそれのある土地などの区域の調査
⑧要配慮者利用施設や避難所の有無の調査
⑨土地利用状況調査 等



別紙２ 業務対象範囲 

リスク箇所一覧表 

 

0159
美馬市-
7･8

馬土-美馬市脇町-字東赤
谷名-土石流-6

美馬市脇町字東赤谷名

0169
美馬市-
15

馬土-美馬市美馬町-西浦
-土石流-16

美馬市美馬町字西浦

0173
美馬市-
25･26

馬土-美馬市穴吹町口山-
字西山、字中野-土石流-
20

美馬市穴吹町口山字西山、字中野

0176
美馬市-
31

馬土-美馬市穴吹町口山-
字調子野-土石流-23

美馬市穴吹町口山字調子野

1433
美馬市-
1

馬土-美馬市脇町-字西俣
名-急傾斜-13

美馬市脇町字西俣名

1571
美馬市-
21

馬土-美馬市美馬町-字岡
-急傾斜-151

美馬市美馬町字岡

1601
美馬市-
24

馬土-美馬市美馬町-字田
辺-急傾斜-181

美馬市美馬町字田辺

1619
美馬市-
23

馬土-美馬市穴吹町穴吹-
字西成戸-急傾斜-199

美馬市穴吹町穴吹字西成戸

1656
美馬市-
25

馬土-美馬市穴吹町口山-
字中野-急傾斜-236

美馬市穴吹町口山字中野

1697
美馬市-
22

馬土-美馬市穴吹町三島-
字三谷-急傾斜-277

美馬市穴吹町三島字三谷

1704
美馬市-
23

馬土-美馬市穴吹町三島-
字三谷-急傾斜-284

美馬市穴吹町三島字三谷

番号
図面
番号

リスク箇所名　 所在地



別紙３ 数値地図作成 

（使用する資料） 

第１条 基礎調査に使用する資料は、原則として次により修正された数値地図（1/2，500DM）（以下「修正数値地

図」という。）、三次元地形モデルとする（以下「地形図等」という。）。 

 

（微地形調査及び数値図化編集） 

第２条 微地形調査を行い、既存ＤＭデータファイル（2D・3D共）の数値図化・編集を図郭毎に行うものとし、デ

ータ取得項目・ファイル作成等については「土砂災害防止法に使用する数値地図作成ガイドライン」（第８版）

に従うものとする。 

２ 微地形調査では、３次元モデルを作成するのに必要な、急傾斜地の斜面尻付近や土石流のおそれのある渓流

の扇頂部付近及び谷の形状等を適切に表現するため、空中写真上で判読困難又は判読不能な部分や高さ１ｍを

超える微地形等について、ブレイクライン等の取得のための現地確認作業を行い、これらの結果を基に、数値

図化及び数値編集に必要な資料を作成するものとする。特に急傾斜ついては斜面の上端及び下端の両端を現地

で確認し、図化するものとする。 

３ 数値図化は、図化機、座標読取装置付アナログ図化機またはデジタルステレオ図化機（以下「数値図化機」

という。）を用いて実施し、微地形調査等により取得した地図情報を数値形式で測定し、記録するものとする。

使用する数値図化機等は所定の精度が保持できる性能を有するものとする。 

４ 数値図化により取得された各種データを、現地調査等の結果に基づき、編集装置のグラフィックディスプレ

イ上で編集し、編集済みデータを作成するものとする。 

なお、3 次元編集にあたっては、新法数値地図作成作業データファイル仕様及び項目別データ取得基準細則

に従うものとする。作成データは、「徳島県公共測量作業規程に定めるディジタルマッピングデータファイル仕

様」に基づきデータファイルを作成するものとする。 

５ ＤＭデータファイルの単位・名称は既存ファイル（1 図郭 1 ファイル）に合わせるものとし、項目データご

とにレイヤー区分を行う。また、発注者における今後の利用を考慮して、ＤＭデータファイルのフォーマット

等の必要な事項について記述した説明書の作成も行う。 

６ 微地形調査の結果による、図化内容は現地調査記録と共に監督員に提出するものとする。 

 

（３次元地形モデル作成） 

第３条 数値地図で作成された数値図化データの内３次元データとして取得したデータを用いて、３次元の地形

モデル（ＴＩＮ）データを作成する。ただし、調書の作成に必要な区域について作成するものとし、作成範囲

については事前に監督員の承認を受けるものとする。 

  



別紙４ 区域設定上の諸規則 

（リスク箇所の現地確認） 

第１条 抽出したリスク箇所は、現地調査により土砂災害防止法に規定する危害のおそれのある土地を確認する。 

 

（隣接するリスク箇所） 

第２条 リスク箇所の現地調査の結果、土砂災害警戒区域の条件を満たす場合は、隣接する既往又は、新規の土

砂災害警戒区域とできる限りひとつの箇所にまとめる。この場合、公示用図書は、既往土砂災害警戒区域と合

わせた１区域として作成する。ただし、まとめることで弊害が生じる場合はこの限りではない。 

２ 発生現象の異なる土砂災害警戒区域の重複は問題とならないが、発生現象が同一の既往土砂災害警戒区域と

重複しないように設定する。ただし、前崖等の異なる斜面での重複は可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既往土砂災害警戒区域形状の修正） 

第３条 既往土砂災害警戒区域形状の修正は当業務では実施しない。 

 

（区域名の命名規則） 

第４条 区域名は同一市町村内で同一名称を使用しない。 

 

２ 土石流の区域名は、下流に存在する河川名の支渓とする。 

区域名例 

下流の河川名 区域名 

○○谷川 ○○谷川支 

□□谷川 □□谷川支 

 

  

既往警戒区域（急） 新規警戒区域（急） 

警戒区域重複不可例 警戒区域重複可能例（前崖等） 

既往警戒区域（急） 

新規警戒区域（急） 
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別紙６ ＤＸＦ（警戒区域等区域図）ファイル作成について 

 

１ DXFファイル作成時の取り決めについて 

① DXFファイルのファイルバージョンは、R12またはR14とする 

② CADでデータを編集する時、書き込むレイヤ番号、ファイル名称などを統一する（「2.DXFファイル名の付

け方」について参照）。 

③ CAD上の座標、単位は統一（世界測地系（平面直角座標系(2011)第Ⅳ系）でメートル単位） ※1 

④ 基本的に１ファイルは1つのポリゴン（区域を囲んだ線） とする。 

⑤ 斜面分割ごと（枝番ごと）でファイルを作成すること。 

※1 CADが基本ミリ単位のため、倍率が1/1000倍。 

 

２ DXFファイル名の付け方について 

      ① ②  

（例）Y 01DK20001 →「 Y01DK20001 」 

① 警戒区域 → ｢Y｣、特別警戒区域 → ｢R｣ 

② 土砂災害警戒区域等管理番号の付与方法は別紙８参照 

 

３ 台帳システム画面での指定地名等の付け方について 

      ①   ②  

（例）○○谷 (01DK20001) →「 ○○谷(01DK20001) 」 

① 区域名（土砂災害警戒区域等管理番号）をつける。 

② (土砂災害警戒区域等管理番号)（付与方法は別紙８参照） 

※文字の大きさは原則（8．20503）を使用 

 

4.台帳システム用のデータについて 

砂防台帳システムに入力するためには、事前に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域毎にフォルダ分

けしておくこと。  



別紙７ フォルダ分け 

 

 

 

 

別紙７　フォルダ分け

○○町 PDF
△△地区 SXF

図郭番号 ※どの地区を修正したかわかるメモを入れる

(例：GG321) （一太郎、Word、Excel等）

もしくは、未修正の旨をメモする（DM修正経緯表含）

※ｼｽﾃﾑ復元ﾌｧｲﾙがどの年度、業者、委託のものかわかるメモを入れる。

（一太郎、Word、Excel等）

Base_Map

Set_Data

Base_Map

Set_Data

※市町村提供データは01,03,06のみとする。

01.対象外調書

市町村名 旧市町村名 01.対象外調書

PDF

04.警戒区域等
区域図

基礎調査後
区域(Y＆R)

急傾斜 R○年度
委託名、庁舎

名、業者

分割1 ※DMについて、同じ図郭でも、発注年
度毎や分割して発注し、整合性がとれ
ていないものについては、年度毎や分
割毎にフォルダ分けする。T I N R△年度 分割2

R○年度

09.三次元地形
ﾓﾃﾞﾙﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
(ｼｽﾃﾑ環境を
復元できるﾌｧｲ

メモノート

土石流 R○年度
委託名、庁舎

名、業者

05.地元説明会
資料

06.要配慮者利用施設及び避難
所付近の区域図

07.修正基盤図
および基盤図
データ

メモノート

DM
(2D,3D)

(SHP)
(DXF)

05.その他

(SHP)
(DXF)

05.その他

※フォルダのみ作成

02.区域調書 Excel

PDF

03.公示図書 Excel

01.カルテ土砂災害警戒区
域等管理番号

※フォルダのみ作成

02.区域調書 Excel

PDF

03.公示図書 Excel

01.カルテ

PDF

04.警戒区域等
区域図

基礎調査後
区域(Y＆R)

リスク番号

リスク番号

基礎調査 01.土石流 市町村名 旧市町村名 土砂災害警戒区
域等管理番号

市町村名 旧市町村名

02.土石流
（対象外）

04.急傾斜
（対象外）

市町村名 旧市町村名

03.急傾斜



別紙８ 土砂災害警戒区域等管理番号 

 

土砂災害警戒区域等管理番号は、１つの区域に１つとし、枝番号はつけない。 

 

土砂災害警戒区域等管理番号の付与方法 

    ① ② ③  

（例）01 DK 20001 →「 01DK20001 」 

① 市町村番号 ※１ 

② リスク形態 DK：土石流（県）、DS：土石流（四国山地砂防） 

K：急傾斜 

JK：地すべり（県土整備部）、JS：地すべり（四国山地砂防）、JN：地すべり（農林水産部） 

③ 通し番号（各市町村における通し番号 20001番から） 

 

※１ 市町村番号 

01：徳島市、02：鳴門市、03：小松島市、04：阿南市、05：吉野川市、06：阿波市、 

07：美馬市、08：三好市、09：勝浦町、10：上勝町、11：佐那河内村、12：石井町、 

13：神山町、14：那賀町、15：牟岐町、16：美波町、17：海陽町、18：松茂町、 

19：北島町、20：藍住町、21：板野町、22：上板町、23：つるぎ町、24：東みよし町 

 

※２ 既往の警戒区域への追加となる場合は、県から別途提供する既往警戒区域の管理番号とする。 

   この場合の「土砂災害警戒区域ＤＢ」は、区域追加前の行の下に追加後の行を挿入し、指定回数欄に、

「n+1」を入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙９ 土砂災害警戒区域等管理番号付与までのリスク番号による整理方法 

リスク番号の付与方法 

      ① ② ③  

（例）R 01 DK 0001※2 →「 R01DK0001 」 

 

① 市町村番号 ※１ 

② リスク形態 DK：土石流（県）、DS：土石流（四国山地砂防） 

K：急傾斜 

③ リスク箇所一覧表の番号 

 

※１ 市町村番号 

01：徳島市、02：鳴門市、03：小松島市、04：阿南市、05：吉野川市、06：阿波市、 

07：美馬市、08：三好市、09：勝浦町、10：上勝町、11：佐那河内村、12：石井町、 

13：神山町、14：那賀町、15：牟岐町、16：美波町、17：海陽町、18：松茂町、 

19：北島町、20：藍住町、21：板野町、22：上板町、23：つるぎ町、24：東みよし町 

 

 

※2 区域の分割、子渓流等の設定により枝番が発生した場合、リスク箇所番号の後ろにハイフン1、ハイフン

2、ハイフン3･･･（-1,-2,-3･･･）を付ける。 

※3 アルファベットは半角大文字、数字は半角にすること。またR、①、②、③の間等にスペースや余分なハ

イフン等は入れないこと。 

 

例1）・・枝番が無い場合 

『徳島市、土石流（県）、リスク箇所一覧表の番号0001』 → 『R01DK0001』 

『阿南市、急傾斜、リスク箇所一覧表の番号0002』 → 『R04K0002』 

 

例2）・・枝番が存在する場合 

『三好市、土石流（四国山地砂防）、リスク箇所一覧表の番号0003』→ 『R08DS0003-1』『R08DS0003-2』 

『美馬市、急傾斜、リスク箇所一覧表の番号0004』→ 『R07K0004-1』『R07K0004-2』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙10　リスク箇所（居住実態調査箇所） 282箇所

番号 図面番号 リスク箇所名　 所在地

0154 1 馬土-美馬市脇町-字西俣名-土石流-1 美馬市脇町字西俣名

0155 １ 馬土-美馬市脇町-字東俣名-土石流-2 美馬市脇町字東俣名

0158 4 馬土-美馬市脇町-字東俣名-土石流-5 美馬市脇町字東俣名

0160 17 馬土-美馬市脇町-字井口-土石流-7 美馬市脇町、字井口、字梨子木

0161 17 馬土-美馬市脇町-字井口-土石流-8 美馬市脇町字井口

0162 17 馬土-美馬市脇町-字井口-土石流-9 美馬市脇町字井口

0174 29 馬土-美馬市穴吹町口山-字中野宮-土石流-21 美馬市穴吹町口山字中野宮

0175 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字支納-土石流-22 美馬市穴吹町口山字支納

0177 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-土石流-24 美馬市穴吹町口山字梶山

0178 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-土石流-25 美馬市穴吹町口山字梶山

0180 32 馬土-美馬市穴吹町口山-字田方-土石流-27 美馬市穴吹町口山字田方

0181 27 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字岡ノ上-土石流-28 美馬市穴吹町穴吹字岡ノ上

0182 27 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字岡ノ上-土石流-29 美馬市穴吹町穴吹字岡ノ上

0183 41 馬土-美馬市穴吹町古宮-字喜来-土石流-30 美馬市穴吹町古宮字喜来

0184 35 馬土-美馬市木屋平-字市初-土石流-31 美馬市木屋平字市初

0185 35 馬土-美馬市木屋平-字菅蔵-土石流-32 美馬市木屋平字菅蔵

0186 39 馬土-美馬市木屋平-字小日浦-土石流-33 美馬市木屋平字小日浦

0187 49 馬土-美馬市木屋平-字川上カケ-土石流-34 美馬市木屋平字川上カケ、川上

0188 49 馬土-美馬市木屋平-字川上カケ-土石流-35 美馬市木屋平字川上カケ、川上

0189 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字一宇-土石流-1 美馬郡つるぎ町一宇字一宇

0190 12 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字上蓮-土石流-2 美馬郡つるぎ町半田字上蓮

0195 11 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字葛城-土石流-7 美馬郡つるぎ町半田字葛城

0200 13 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字成谷-土石流-12 美馬郡つるぎ町貞光字成谷

0201 9 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字吉良-土石流-13 美馬郡つるぎ町貞光字吉良、字横野

0203 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字広谷東-土石流-15 美馬郡つるぎ町貞光字広谷東、広谷影

1421 2 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-1 美馬市脇町字東俣名

1422 2 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-2 美馬市脇町字東俣名

1423 2 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-3 美馬市脇町字東俣名

1424 4 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-4 美馬市脇町字東俣名

1425 4 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-5 美馬市脇町字東俣名

1426 3 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-6 美馬市脇町字東俣名

1427 3 馬土-美馬市脇町-字東俣名-急傾斜-7 美馬市脇町字東俣名

1430 1 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-10 美馬市脇町字西俣名

1432 1 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-12 美馬市脇町字西俣名

1435 3 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-15 美馬市脇町字西俣名

1437 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-17 美馬市脇町字西俣名

1438 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-18 美馬市脇町字西俣名

1442 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-22 美馬市脇町字西俣名

1443 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-23 美馬市脇町字西俣名

1444 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-24 美馬市脇町字西俣名

1446 7 馬土-美馬市脇町-字西俣名-急傾斜-26 美馬市脇町字西俣名

1447 7 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-27 美馬市脇町字西赤谷

1449 7 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-29 美馬市脇町字西赤谷

1450 7 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-30 美馬市脇町字西赤谷



1451 7 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-31 美馬市脇町字西赤谷

1453 12 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-33 美馬市脇町字西赤谷

1454 12 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-34 美馬市脇町字西赤谷

1459 12 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-39 美馬市脇町字西赤谷

1460 18 馬土-美馬市脇町-字西赤谷-急傾斜-40 美馬市脇町字西赤谷

1464 8 馬土-美馬市脇町-字東赤谷名-急傾斜-44 美馬市脇町字東赤谷名

1465 8 馬土-美馬市脇町-字東赤谷名-急傾斜-45 美馬市脇町字東赤谷名

1466 8 馬土-美馬市脇町-字東赤谷名-急傾斜-46 美馬市脇町字東赤谷名

1470 7 馬土-美馬市脇町-字東赤谷名-急傾斜-50 美馬市脇町字東赤谷名

1471 7 馬土-美馬市脇町-字東赤谷名-急傾斜-51 美馬市脇町字東赤谷名

1473 6 馬土-美馬市脇町-字東大谷-急傾斜-53 美馬市脇町字東大谷

1474 6 馬土-美馬市脇町-字東大谷-急傾斜-54 美馬市脇町字東大谷

1476 6 馬土-美馬市脇町-字西大谷-急傾斜-56 美馬市脇町字西大谷

1477 6 馬土-美馬市脇町-字西大谷-急傾斜-57 美馬市脇町字西大谷

1478 11 馬土-美馬市脇町-字西大谷-急傾斜-58 美馬市脇町字西大谷

1480 11 馬土-美馬市脇町-字西大谷-急傾斜-60 美馬市脇町字西大谷

1481 11 馬土-美馬市脇町-字西大谷-急傾斜-61 美馬市脇町字西大谷

1484 11 馬土-美馬市脇町-字暮畑-急傾斜-64 美馬市脇町字暮畑

1487 11 馬土-美馬市脇町-字川原柴-急傾斜-67 美馬市脇町字川原柴

1488 10 馬土-美馬市脇町-字横倉-急傾斜-68 美馬市脇町字横倉

1489 10 馬土-美馬市脇町-字横倉-急傾斜-69 美馬市脇町字横倉

1490 10 馬土-美馬市脇町-字横倉-急傾斜-70 美馬市脇町字横倉

1493 10 馬土-美馬市脇町-字平帽子-急傾斜-73 美馬市脇町字平帽子

1495 10 馬土-美馬市脇町-字平帽子-急傾斜-75 美馬市脇町字平帽子

1497 5 馬土-美馬市脇町-字平帽子-急傾斜-77 美馬市脇町字平帽子

1498 10 馬土-美馬市脇町-字上中野-急傾斜-78 美馬市脇町字上中野

1500 10 馬土-美馬市脇町-字上中野-急傾斜-80 美馬市脇町字上中野

1502 16 馬土-美馬市脇町-字中八-急傾斜-82 美馬市脇町字中八

1509 17 馬土-美馬市脇町-字井口-急傾斜-89 美馬市脇町字井口

1510 17 馬土-美馬市脇町-字井口-急傾斜-90 美馬市脇町字井口

1511 17 馬土-美馬市脇町-字梨子木-急傾斜-91 美馬市脇町字梨子木

1512 22 馬土-美馬市脇町-馬木-急傾斜-92 美馬市脇町馬木、字天神

1513 17 馬土-美馬市脇町-田上-急傾斜-93 美馬市脇町田上

1514 17 馬土-美馬市脇町-字新山-急傾斜-94 美馬市脇町字新山

1518 18 馬土-美馬市脇町-字曽江名-急傾斜-98 美馬市脇町字曽江名

1519 18 馬土-美馬市脇町-字曽江名-急傾斜-99 美馬市脇町字曽江名

1520 18 馬土-美馬市脇町-字曽江名-急傾斜-100 美馬市脇町字曽江名

1522 18 馬土-美馬市脇町-字曽江名-急傾斜-102 美馬市脇町字曽江名

1528 18 馬土-美馬市脇町-大字北庄-急傾斜-108 美馬市脇町大字北庄

1529 18 馬土-美馬市脇町-大字北庄-急傾斜-109 美馬市脇町大字北庄

1534 18 馬土-美馬市脇町-大字北庄-急傾斜-114 美馬市脇町大字北庄

1535 18 馬土-美馬市脇町-大字北庄-急傾斜-115 美馬市脇町大字北庄

1540 18 馬土-美馬市脇町-字拝原-急傾斜-120 美馬市脇町字拝原

1544 18 馬土-美馬市脇町-大字脇町-急傾斜-124 美馬市脇町大字脇町

1547 17 馬土-美馬市脇町-大字脇町-急傾斜-127 美馬市脇町大字脇町

1550 22 馬土-美馬市脇町-岩倉-急傾斜-130 美馬市脇町岩倉

1551 22 馬土-美馬市脇町-岩倉-急傾斜-131 美馬市脇町岩倉



1552 22 馬土-美馬市脇町-岩倉-急傾斜-132 美馬市脇町岩倉

1553 21 馬土-美馬市脇町-木ノ内-急傾斜-133 美馬市脇町木ノ内

1554 21 馬土-美馬市脇町-字白水-急傾斜-134 美馬市脇町字白水

1555 21 馬土-美馬市脇町-字白水-急傾斜-135 美馬市脇町字白水

1556 10 馬土-美馬市美馬町-字丈寄-急傾斜-136 美馬市美馬町字丈寄

1558 10 馬土-美馬市美馬町-字清田-急傾斜-138 美馬市美馬町字清田

1559 10 馬土-美馬市美馬町-字清田-急傾斜-139 美馬市美馬町字清田

1560 9 馬土-美馬市美馬町-字清田-急傾斜-140 美馬市美馬町字清田

1563 9 馬土-美馬市美馬町-字入倉-急傾斜-143 美馬市美馬町字入倉

1567 9 馬土-美馬市美馬町-字入倉-急傾斜-147 美馬市美馬町字入倉

1568 21 馬土-美馬市美馬町-字小長谷端-急傾斜-148 美馬市美馬町字小長谷端

1570 16 馬土-美馬市美馬町-字明神原-急傾斜-150 美馬市美馬町字明神原

1572 21 馬土-美馬市美馬町-字坊僧-急傾斜-152 美馬市美馬町字坊僧

1573 21 馬土-美馬市美馬町-字坊僧-急傾斜-153 美馬市美馬町字坊僧

1575 21 馬土-美馬市美馬町-字坊僧-急傾斜-155 美馬市美馬町字坊僧

1577 21 馬土-美馬市美馬町-字東宗重-急傾斜-157 美馬市美馬町字東宗重

1580 20 馬土-美馬市美馬町-字宗重-急傾斜-160 美馬市美馬町字宗重

1581 20 馬土-美馬市美馬町-字西段-急傾斜-161 美馬市美馬町字西段

1583 20 馬土-美馬市美馬町-字北土ヶ久保-急傾斜-163 美馬市美馬町字北土ヶ久保

1584 20 馬土-美馬市美馬町-字池ノ浦-急傾斜-164 美馬市美馬町字池ノ浦

1588 20 馬土-美馬市美馬町-字里平野-急傾斜-168 美馬市美馬町字里平野

1589 19 馬土-美馬市美馬町-字屋内-急傾斜-169 美馬市美馬町字屋内

1590 19 馬土-美馬市美馬町-字屋内-急傾斜-170 美馬市美馬町字屋内

1591 19 馬土-美馬市美馬町-字吉水-急傾斜-171 美馬市美馬町字吉水

1592 19 馬土-美馬市美馬町-字栂尾-急傾斜-172 美馬市美馬町字栂尾

1594 19 馬土-美馬市美馬町-字里西屋敷-急傾斜-174 美馬市美馬町字里西屋敷

1595 19 馬土-美馬市美馬町-字松ノ花-急傾斜-175 美馬市美馬町字松ノ花

1597 24 馬土-美馬市美馬町-字谷口-急傾斜-177 美馬市美馬町字谷口

1599 24 馬土-美馬市美馬町-字八幡-急傾斜-179 美馬市美馬町字八幡

1600 24 馬土-美馬市美馬町-字滝下-急傾斜-180 美馬市美馬町字滝下

1602 19 馬土-美馬市美馬町-字田辺-急傾斜-182 美馬市美馬町字田辺

1605 14 馬土-美馬市美馬町-字中野-急傾斜-185 美馬市美馬町字中野

1606 15 馬土-美馬市美馬町-字薬師ヶ久保-急傾斜-186 美馬市美馬町字薬師ヶ久保

1609 15 馬土-美馬市美馬町-字正部-急傾斜-189 美馬市美馬町字正部

1610 15 馬土-美馬市美馬町-字大久保-急傾斜-190 美馬市美馬町字大久保

1612 15 馬土-美馬市美馬町-字大久保-急傾斜-192 美馬市美馬町字大久保

1614 9 馬土-美馬市美馬町-字切久保-急傾斜-194 美馬市美馬町字切久保

1615 9 馬土-美馬市美馬町-字切久保-急傾斜-195 美馬市美馬町字切久保

1617 23 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字西成戸-急傾斜-197 美馬市穴吹町穴吹字西成戸

1624 26 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字市場-急傾斜-204 美馬市穴吹町穴吹字市場

1625 26 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字市場-急傾斜-205 美馬市穴吹町穴吹字市場

1627 26 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字山神東-急傾斜-207 美馬市穴吹町穴吹字山神東

1631 26 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字魚帰-急傾斜-211 美馬市穴吹町穴吹字龍王

1633 23 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字岡-急傾斜-213 美馬市穴吹町穴吹字岡

1634 23 馬土-美馬市穴吹町穴吹-字八本松-急傾斜-214 美馬市穴吹町穴吹字八本松

1637 23 馬土-美馬市穴吹町口山-字尾山-急傾斜-217 美馬市穴吹町口山字尾山

1641 26 馬土-美馬市穴吹町口山-字平野-急傾斜-221 美馬市穴吹町口山字平野



1648 29 馬土-美馬市穴吹町口山-字中野宮-急傾斜-228 美馬市穴吹町口山字中野宮

1649 29 馬土-美馬市穴吹町口山-字中野宮-急傾斜-229 美馬市穴吹町口山字中野宮

1654 25 馬土-美馬市穴吹町口山-字西山-急傾斜-234 美馬市穴吹町口山字西山

1660 25 馬土-美馬市穴吹町口山-字西谷-急傾斜-240 美馬市穴吹町口山字西谷

1661 25 馬土-美馬市穴吹町口山-字西谷-急傾斜-241 美馬市穴吹町口山字西谷

1662 25 馬土-美馬市穴吹町口山-字西谷-急傾斜-242 美馬市穴吹町口山字西谷

1664 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-244 美馬市穴吹町口山字渕名

1665 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-245 美馬市穴吹町口山字渕名

1666 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-246 美馬市穴吹町口山字渕名

1667 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-247 美馬市穴吹町口山字渕名

1668 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-248 美馬市穴吹町口山字渕名

1669 28 馬土-美馬市穴吹町口山-字渕名-急傾斜-249 美馬市穴吹町口山字渕名

1676 32 馬土-美馬市穴吹町口山-字田方-急傾斜-256 美馬市穴吹町口山字田方

1680 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字首野-急傾斜-260 美馬市穴吹町口山字首野

1682 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字首野-急傾斜-262 美馬市穴吹町口山字首野

1683 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-急傾斜-263 美馬市穴吹町口山字梶山

1684 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-急傾斜-264 美馬市穴吹町口山字梶山

1686 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-急傾斜-266 美馬市穴吹町口山字梶山

1687 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-急傾斜-267 美馬市穴吹町口山字梶山

1688 31 馬土-美馬市穴吹町口山-字梶山-急傾斜-268 美馬市穴吹町口山字梶山

1689 33 馬土-美馬市穴吹町口山-字鍵掛-急傾斜-269 美馬市穴吹町口山字鍵掛

1691 25 馬土-美馬市穴吹町三島-字小島-急傾斜-271 美馬市穴吹町三島字小島

1692 25 馬土-美馬市穴吹町三島-字小島-急傾斜-272 美馬市穴吹町三島字小島

1693 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字小島-急傾斜-273 美馬市穴吹町三島字小島

1694 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字小島-急傾斜-274 美馬市穴吹町三島字小島

1695 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字三谷-急傾斜-275 美馬市穴吹町三島字三谷

1696 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字三谷-急傾斜-276 美馬市穴吹町三島字三谷

1699 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字三谷-急傾斜-279 美馬市穴吹町三島字三谷

1700 22 馬土-美馬市穴吹町三島-字三谷-急傾斜-280 美馬市穴吹町三島字三谷

1703 23 馬土-美馬市穴吹町三島-字三谷-急傾斜-283 美馬市穴吹町三島字三谷

1705 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字長尾-急傾斜-285 美馬市穴吹町古宮字長尾

1708 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字長尾-急傾斜-288 美馬市穴吹町古宮字長尾

1709 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字長尾-急傾斜-289 美馬市穴吹町古宮字長尾

1710 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字長尾-急傾斜-290 美馬市穴吹町古宮字長尾

1711 38 馬土-美馬市穴吹町古宮-字田野内-急傾斜-291 美馬市穴吹町古宮字田野内

1712 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字葛生-急傾斜-292 美馬市穴吹町古宮字葛生

1713 37 馬土-美馬市穴吹町古宮-字葛生-急傾斜-293 美馬市穴吹町古宮字葛生

1720 41 馬土-美馬市穴吹町古宮-字喜来-急傾斜-300 美馬市穴吹町古宮字喜来

1722 38 馬土-美馬市穴吹町古宮-字平谷-急傾斜-302 美馬市穴吹町古宮字平谷

1723 42 馬土-美馬市穴吹町古宮-字平谷-急傾斜-303 美馬市穴吹町古宮字平谷

1724 42 馬土-美馬市穴吹町古宮-字平谷-急傾斜-304 美馬市穴吹町古宮字平谷

1730 38 馬土-美馬市穴吹町古宮-字大平-急傾斜-310 美馬市穴吹町古宮字大平

1732 34 馬土-美馬市穴吹町古宮-字半平-急傾斜-312 美馬市穴吹町古宮字半平

1733 34 馬土-美馬市穴吹町古宮-字半平-急傾斜-313 美馬市穴吹町古宮字半平

1734 34 馬土-美馬市穴吹町古宮-字川瀬-急傾斜-314 美馬市穴吹町古宮字川瀬

1735 35 馬土-美馬市木屋平-字葛尾-急傾斜-315 美馬市木屋平字葛尾

1738 35 馬土-美馬市木屋平-字市初-急傾斜-318 美馬市木屋平字市初



1739 35 馬土-美馬市木屋平-字市初-急傾斜-319 美馬市木屋平字市初

1744 36 馬土-美馬市木屋平-字二戸-急傾斜-324 美馬市木屋平字二戸

1748 39 馬土-美馬市木屋平-字三ツ木-急傾斜-328 美馬市木屋平字三ツ木

1749 39 馬土-美馬市木屋平-字三ツ木-急傾斜-329 美馬市木屋平字三ツ木

1756 38 馬土-美馬市木屋平-字ケヤキヒラ-急傾斜-336 美馬市木屋平字ケヤキヒラ

1757 38 馬土-美馬市木屋平-字樫原-急傾斜-337 美馬市木屋平字樫原

1760 39 馬土-美馬市木屋平-字樫原-急傾斜-340 美馬市木屋平字樫原

1762 39 馬土-美馬市木屋平-字南張-急傾斜-342 美馬市木屋平字南張

1763 39 馬土-美馬市木屋平-字南張-急傾斜-343 美馬市木屋平字南張

1764 39 馬土-美馬市木屋平-字南張-急傾斜-344 美馬市木屋平字南張

1767 39 馬土-美馬市木屋平-字南張-急傾斜-347 美馬市木屋平字南張

1793 46 馬土-美馬市木屋平-字谷口カケ-急傾斜-373 美馬市木屋平字谷口カケ

1813 45 馬土-美馬市木屋平-字太合-急傾斜-393 美馬市木屋平字太合

1819 49 馬土-美馬市木屋平-字川上カケ-急傾斜-399 美馬市木屋平字川上カケ

1822 22 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字桑平-急傾斜-2 美馬郡つるぎ町一宇字桑平

1835 22 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字廣澤-急傾斜-15 美馬郡つるぎ町一宇字廣澤

1838 20 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字實平-急傾斜-18 美馬郡つるぎ町一宇字實平

1850 20 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字中野-急傾斜-30 美馬郡つるぎ町一宇字中野

1852 20 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字平井-急傾斜-32 美馬郡つるぎ町一宇字平井

1860 19 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字白井-急傾斜-40 美馬郡つるぎ町一宇字白井

1863 19 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字白井-急傾斜-43 美馬郡つるぎ町一宇字白井

1870 18 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字九藤中-急傾斜-50 美馬郡つるぎ町一宇字九藤中

1871 18 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字九藤中-急傾斜-51 美馬郡つるぎ町一宇字九藤中

1872 18 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字伊良原-急傾斜-52 美馬郡つるぎ町一宇字伊良原

1881 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字十家-急傾斜-61 美馬郡つるぎ町一宇字十家

1883 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字剪字-急傾斜-63 美馬郡つるぎ町一宇字剪字

1884 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字剪字-急傾斜-64 美馬郡つるぎ町一宇字剪字

1886 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字蔭-急傾斜-66 美馬郡つるぎ町一宇字蔭

1887 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字蔭-急傾斜-67 美馬郡つるぎ町一宇字蔭

1888 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字蔭-急傾斜-68 美馬郡つるぎ町一宇字蔭

1893 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字赤松-急傾斜-73 美馬郡つるぎ町一宇字赤松

1894 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字赤松-急傾斜-74 美馬郡つるぎ町一宇字赤松

1897 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字赤松-急傾斜-77 美馬郡つるぎ町一宇字赤松

1899 16 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字赤松-急傾斜-79 美馬郡つるぎ町一宇字赤松

1901 15 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字寺地-急傾斜-81 美馬郡つるぎ町一宇字寺地

1902 15 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字大横-急傾斜-82 美馬郡つるぎ町一宇字大横

1906 13 馬土-美馬郡つるぎ町-一宇-字一宇-急傾斜-86 美馬郡つるぎ町一宇字一宇

1912 11 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字小谷-急傾斜-92 美馬郡つるぎ町半田字小谷

1918 11 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字葛城-急傾斜-98 美馬郡つるぎ町半田字葛城

1925 12 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字上喜来-急傾斜-105 美馬郡つるぎ町半田字上喜来

1926 12 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字上蓮-急傾斜-106 美馬郡つるぎ町半田字上蓮

1927 12 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字上蓮-急傾斜-107 美馬郡つるぎ町半田字上蓮

1929 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字坂根-急傾斜-109 美馬郡つるぎ町半田字坂根

1930 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字坂根-急傾斜-110 美馬郡つるぎ町半田字坂根

1931 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字下尾尻-急傾斜-111 美馬郡つるぎ町半田字下尾尻

1932 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字下尾尻-急傾斜-112 美馬郡つるぎ町半田字下尾尻

1933 9 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-113 美馬郡つるぎ町半田字高清



1934 9 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-114 美馬郡つるぎ町半田字高清

1935 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-115 美馬郡つるぎ町半田字高清

1936 9 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-116 美馬郡つるぎ町半田字高清

1937 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-117 美馬郡つるぎ町半田字高清

1938 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-118 美馬郡つるぎ町半田字高清

1939 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-119 美馬郡つるぎ町半田字高清

1940 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-120 美馬郡つるぎ町半田字高清

1941 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-121 美馬郡つるぎ町半田字高清

1942 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-122 美馬郡つるぎ町半田字高清

1943 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-123 美馬郡つるぎ町半田字高清

1944 9 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-124 美馬郡つるぎ町半田字高清

1946 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字高清-急傾斜-126 美馬郡つるぎ町半田字高清

1952 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字日開野-急傾斜-132 美馬郡つるぎ町半田字日開野

1957 8 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字白石-急傾斜-137 美馬郡つるぎ町半田字白石

1964 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字東久保-急傾斜-144 美馬郡つるぎ町半田字東久保

1965 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字東久保-急傾斜-145 美馬郡つるぎ町半田字東久保

1966 4 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字東久保-急傾斜-146 美馬郡つるぎ町半田字東久保

1967 4 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字東久保-急傾斜-147 美馬郡つるぎ町半田字東久保

1973 4 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字平良石-急傾斜-153 美馬郡つるぎ町半田字平良石

1974 4 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字平良石-急傾斜-154 美馬郡つるぎ町半田字平良石

1978 4 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字西久保-急傾斜-158 美馬郡つるぎ町半田字西久保

1982 3 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字日浦-急傾斜-162 美馬郡つるぎ町半田字日浦

1987 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字日浦-急傾斜-167 美馬郡つるぎ町半田字日浦

1988 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字田井-急傾斜-168 美馬郡つるぎ町半田字田井

1989 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字田井-急傾斜-169 美馬郡つるぎ町半田字田井

1996 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字天皇-急傾斜-176 美馬郡つるぎ町半田字天皇

2004 1 馬土-美馬郡つるぎ町-半田-字小野-急傾斜-184 美馬郡つるぎ町半田字小野

2024 9 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字木屋-急傾斜-204 美馬郡つるぎ町貞光字木屋

2026 5 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字宅熊-急傾斜-206 美馬郡つるぎ町貞光字宅熊

2027 5 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字西谷-急傾斜-207 美馬郡つるぎ町貞光字西谷

2029 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字平野-急傾斜-209 美馬郡つるぎ町貞光字平野

2030 5 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字平野-急傾斜-210 美馬郡つるぎ町貞光字平野

2034 9 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字長瀬-急傾斜-214 美馬郡つるぎ町貞光字長瀬

2035 9 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字長瀬-急傾斜-215 美馬郡つるぎ町貞光字長瀬

2039 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字広谷影-急傾斜-219 美馬郡つるぎ町貞光字広谷影

2040 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字広谷影-急傾斜-220 美馬郡つるぎ町貞光字広谷影

2043 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字広谷東-急傾斜-223 美馬郡つるぎ町貞光字広谷東

2047 6 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字長木-急傾斜-227 美馬郡つるぎ町貞光字長木

2054 5 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字捨子谷南-急傾斜-234 美馬郡つるぎ町貞光字捨子谷南

2059 5 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字捨子谷北-急傾斜-239 美馬郡つるぎ町貞光字捨子谷北

2072 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字白村-急傾斜-252 美馬郡つるぎ町貞光字白村

2077 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字太田西-急傾斜-257 美馬郡つるぎ町貞光字太田西

2081 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字大坊-急傾斜-261 美馬郡つるぎ町貞光字大坊

2082 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字大坊-急傾斜-262 美馬郡つるぎ町貞光字大坊

2083 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字大坊-急傾斜-263 美馬郡つるぎ町貞光字大坊

2085 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字野口-急傾斜-265 美馬郡つるぎ町貞光字野口

2086 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字西山-急傾斜-266 美馬郡つるぎ町貞光字西山



2087 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字西山-急傾斜-267 美馬郡つるぎ町貞光字西山

2088 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字西山-急傾斜-268 美馬郡つるぎ町貞光字西山

2089 2 馬土-美馬郡つるぎ町-貞光-字西山-急傾斜-269 美馬郡つるぎ町貞光字西山
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